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様式土３－１　①　（5001500万円以上） 　　　　　　　　　工事成績評定の考査項目別運用表（土木工事）
［記入方法］　　該当する項目の□にレマークを記入する。 （総括監督員）

考査項目 細別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ
１，施工体制 Ⅰ．施工体制一般 適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない やや不適切 不適切である

●評価対象項目 □ □
□１）
□２）

○ □３）　　　　【平成２６年度以前契約の工事に適用】

 ○  □４）

○ □ ５４）
 ○  □６）
 ○  □７）
○ □ ８５）

●判断基準
評価値が90%以上・・・・・・・・・a
評価値が80％以上90%未満・・・・・b
評価値が80%未満・・・・・・・・・ｃ

Ⅱ．配置技術者 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ
（現場代理人等） 適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない やや不適切 不適切である

●評価対象項目 □ □
【全体を評価する項目】

○ □１）
【現場代理人を評価する項目】
□２）

 ○ □３）

□４）

【主任（監理）技術者を評価する項目】
□５）
□６）

 ＿ □７）

○ □８）
 ◎  □９）

 【自社施工義務対象工事】
 ○  □10）

【その他】
○ □11９）

●判断基準

 自社施工体制通知書に記載されている職員、機械で施工されている。

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

評価値が90%以上・・・・・・・・・a
評価値が80％以上90%未満・・・・・b
評価値が80%未満・・・・・・・・・ｃ

書類が共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成され整理されている。
契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映して おり、自ら主体的に説明を行っている。

下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導を行っていることが確認できる。
 主任（監理）技術者が、技術的な根拠に基づいて判断し、自ら協議して良好な施工が行われている。（理由：　　　　　　）

監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。また段階確認及び監督員 からが指示 されたした施工状況把握
項目について、監督員の立会、依頼が適時、的確に行われている。

着手前に施工上の課題となる 条件（作業環境、気象、地質等）作業環境（（騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換
気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等）の条件を抽出し、施工計画書に記載された取組への対
応を図っている（設計図書の照査で対応すべきものは除く。）。 （理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

配置技術者に関して、
監督員が改善指示書を
発出した。

配置技術者に関して、
監督員からの改善指示
書による指示に従わな
かった。

作業に必要な作業主任者、専門技術者及び技能士等が選任及び配置されている。

現場代理人が工事全体を把握している。
契約書第18条第1号～5号に基づく設計図書の照査を行 い、っている。また、 設計図書と現場との相違があった場合は、監督
員と協議するなどの必要な対応を行っている。

 緊急指示、受注者の責によらない災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。
 工場製作期間における技術者の配置が適切に行われている。

施工体制一般に関し
て、監督員が改善指示
書を発出した。

施工体制一般に関し
て、監督員からの改善
指示書による指示に従
わなかった。

施工計画書が、工事着手前に提出されている。もしくは、提出前に準備工事に着手する際は、監督員の承諾を得ている。
施工計画書の内容と現場の施工体制、施工方法が一致している。　　　　　　
施工体制台帳及び施工体系図に作業分担の範囲が明確に記載され、下請契約書の写し等の必要な書類を添付して提出さ
れ ている。、現場にも備えている。
 施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく「下請契約遵守
 事項報告書」が作成されている。また、下請等（２次以下除き、交通誘導業務委託を含む。）と契約する際に、標準見積書の
 提出依頼を書面で行う等適正な価格での契約締結に努めている。
下請けの作業成果（施工）が元請けにより確認（検査）されている。（下請契約金額１件あたり500万円以上）

①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で

評価する。

③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。
②◎印は加点項目であり、該当行為が他の模範となるほど質が高い場合に評価する。
➂②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値
で評価する。
④③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
※同じ理由で複数の評価対象項目を評価しない（同じ理由が他の細別でも評価できる場
合はいずれかとする。）。（例：７）と９）の理由や１．Ⅱ配置技術者と２．Ⅱ工程管理の理由
など）
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①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。
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※同じ理由で複数の評価対象項目を評価しない（同じ理由が他の細別でも評価できる場合
はいずれかとする。）。（例：７）と９）の理由や１．Ⅱ配置技術者と２．Ⅱ工程管理の理由など）


